
4月
上半期

9月

甲斐市
このカレンダーは見やすい所に貼っておきましょう

竜王１区、竜王２区、竜王３区、竜王４区、
竜王新町１区、竜王新町２区、竜王新町３区、竜王新町４区、
竜王新町５区、竜王新町６区、竜王新町７区、
富竹新田１区、富竹新田２区、富竹新田３区、富竹新田４区、
竜王仲町区、名取区、上篠原区、古村区、新居区、仲新居区

北
部
地
区
用

竜王北部地区ごみ収集カレンダー
注意  10月～3月の下半期は裏面にあります。

令和 6 年度

令和 6年 令和 6年

注 意　　裏面に下半期（10月～3月）のカレンダーがあります。

分
別
に
迷
っ
た
ら「
ご
み
分
別
辞
典
」（
外
部
サ
イ
ト
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
減
量
化
や
地
域
の
有
価
物
回
収
運
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

注
収
集
日
で
な
い
日
や
夜
間
、指
定
時
間
以
降
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
資
源
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

決
ま
り
が
守
ら
れ
て
い
な
い
ご
み
は
、収
集
し
ま
せ
ん
。

注

粗大ごみ収集場所
自治会名 粗大ごみ収集場所

竜 王 1 区

竜 王 2 区

竜 王 3 区

竜 王 4 区

上 篠 原 区

古 村 区

新 居 区

仲 新 居 区

富竹新田1区

富竹新田2区

富竹新田3区

富竹新田4区

竜王仲町区

竜王新町1区

竜王新町2区

竜王新町3区

竜王新町4区

竜王新町5区

竜王新町6区

竜王新町7区

名 取 区

竜王 1区公会堂

竜王 2区児童公園（竜王1738番地10）

竜王 3区公会堂

竜王 4区公会堂

上篠原区集落集会所

山縣神社裏公園

新居区いこいの広場

仲新居区公民館前隣（旧公会堂跡地）

寄鳥味鳥前空地（富竹新田1区公会堂東側）

富竹新田 2区公会堂

児童公園内（富竹新田501番地）

富竹新田 4区開発内公園（富竹新田790番地7）

竜王仲町区公民館東側広場

竜王新町上公民館西側

竜王新町 2区中央広場

竜王新町中公民館

防災小屋敷地内（竜王新町1097番地1）

竜王新町下公民館

牛沢様宅前空地（富竹新田329番地6）

竜王新町 7区ごみ収集小屋横

名取水源地（名取691-1）

資源物収集ステーション
自治会名 空きビン／ペットボトル回収場所

竜王 1区公会堂　竜王西保育園北側駐車場
竜王スポーツセンター敷地内

竜王 2区児童公園（竜王1738番地10）
竜王西保育園北側駐車場

竜王 3区公会堂

竜王 4区公会堂

上篠原区集落集会所
竜王中央保育園前

設置なし

新居区いこいの広場
篠原街区第1公園（風の子公園）

仲新居区公民館前隣（旧公会堂跡地）

富竹新田 1区公会堂横

富竹新田 2区公会堂（ペットボトルのみ設置）

富竹新田 3区公会堂

設置なし

竜王仲町区公民館東側広場
児童公園横（富竹新田368番地7）
竜王新町上公民館　警察官待機宿舎前
竜王スポーツセンター敷地内

竜王新町 2区中央広場

竜王新町中公民館駐車場
竜王スポーツセンター敷地内

竜王新町4区ふれあい広場（竜王新町1086番地）

竜王新町下公民館（ペットボトルのみ設置）

牛沢様宅前空地（富竹新田329番地6）

ピアネーズマンション玄関先

渡辺建設興業西側空地（名取361番地）
10組地内公園（名取199番地）

竜 王 1 区

竜 王 2 区

上 篠 原 区

古 村 区

新 居 区

仲 新 居 区

富竹新田4区

富竹新田3区

富竹新田2区

富竹新田1区

竜王仲町区

竜王新町1区

竜王新町2区

竜王新町3区

竜王新町4区

竜王新町5区

竜王新町6区

竜王新町7区

名 取 区

竜 王 3 区

竜 王 4 区

※悪天候の場合は、実施団体役員に確認してください。

自治会名 実施団体 4月 5月 6月 7月 8月 9月 回収時間（AM） 回収場所 備考
竜王１区 12

19

18

26

2

8

9
2

16

7

6

21
6
6

28

4
4

18

8
1
7
14
15

7

22

7

27
14

14
13
14
14
14

8:00～9:00
9:00～10:00
7:30～8:30
8:30～9:30
8:00～9:00
8:00～9:00
7:30～8:15
8:00～10:00
7:30～8:30
6:30～8:00
7:30～8:30
7:30～8:30
7:15～8:30

8:00～9:00
8:00～10:00
8:00～9:00
10:00～13:00
7:30～8:00
8:00～9:00
8:00～10:00
8:00～10:00
7:30～9:00
7:00～7:30
8:00～10:00
8:00～10:00
8:00～11:00

竜王１区公会堂
竜王２区 竜王２区公会堂
竜王３区 20

20
7
7

14

いこいの広場、わんぱく公園、ふれあい公園 ３カ所で回収
竜王３区 明生学園
竜王４区 竜王４区公会堂
竜王４区 竜王４区公会堂
上篠原区 上篠原区集会所
古 村 区 山縣神社裏公園
新 居 区 いこいの広場（公会堂南）
仲新居区 仲新居区旧公会堂跡地
富竹新田１区 富竹新田１区いこいの広場
富竹新田１区 富竹新田１区いこいの広場
富竹新田２区

育 成 会
北小 PTA
竜小 PTA
北小 PTA
竜小 PTA
北小 PTA
育 成 会

竜小 PTA
衛生組合
自 治 会
東小 PTA
自 治 会 東児童館前駐車場

自治会名 実施団体 4月 5月 6月 7月 8月 9月 回収時間（AM） 回収場所 備考
富竹新田３区 自 治 会 富竹新田３区公会堂
富竹新田３区 東 小 PTA 富竹新田３区公会堂
富竹新田４区 自 治 会 富竹新田４区開発内公園（富竹新田790-7）
富竹新田４区 東 小 PTA
竜王仲町区 自 治 会 竜王仲町区公民館東側広場
竜王新町１区 北 小 PTA 赤坂神社境内
竜王新町２区 北 小 PTA 竜王新町２区広場
竜王新町３区 育 成 会 竜王新町中公民館横駐車場
竜王新町４区 育 成 会 竜王新町４区ふれあい公園内
竜王新町５区 自 治 会 竜王新町下公民館
竜王新町６区 育 成 会 旧小林水晶駐車場（富竹新田366-3）
名 取 区 自 治 会 名取水源地（名取691-1）
名 取 区 育 成 会 名取水源地（名取691-1）

19
26
25

12

12

19

16

22

2

9
2

21
28
27

14
21
13

7
14

7

18

24

11

8

28

8

8
8
8
1
8

竜王東児童センター駐車場

竜小 PTA

甲斐市役所環境課生活環境係
問い合わせ
（環境課直通）☎055-278-1706

毎週
月・木曜日

毎月
第1・3水曜日

毎月
第1木曜日

毎月
第3木曜日

天候不問

天候不問

天候不問

天候不問

祝日は除きます。
緑字は特別収集日
朝8時30分までに
出しましょう。

祝日は除きます。
朝8時30分まで
に出しましょう。

朝8時30分まで
に出しましょう。

4
5
6
7
8
9

月
月
月
月
月
月

4
5
6
7
8
9

月
月
月
月
月
月
4
5
6
7
8
9

月
月
月
月
月
月

4
5
6
7
8
9

月
月
月
月
月
月

1
2
3
1
1
2
3
1
5
3
7
4
4
2
6
4
1
5
18
16
20
18
15
19

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

4
6
6
4
5
5
17
15
19
17
21
18

（木）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

8
9
10
8
8
9

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

11
13
13
11
12
12

（木）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

15
16
17
15
15
16

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

22
23
24
22
22
23

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

18
20
20
18
19
19

（木）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

25
27
27
25
26
26

（木）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

29
30

29
29
30

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

紺字は振替収集日
朝8時30分まで
に出しましょう。

ごみを出せる日 ※緑字は特別収集日 紺字は振替収集日

～規格外ごみ有料収集～

※時間はいずれも午前9時～正午

  5月19日（日） 敷島庁舎前駐車場
  8月18日（日） 双葉庁舎前駐車場
10月20日（日） 西八幡剪定枝粉砕処理場（玉幡中北側）
11月17日（日） 敷島庁舎前駐車場
12月  8日（日） 双葉庁舎前駐車場 
令和7年
3月16日（日） 西八幡剪定枝粉砕処理場（玉幡中北側）

市で収集できない家庭ごみを専門業者が有
料で収集します。市民の方はどなたでも利用
できます。（薬品類、塗料、爆発危険物、事業系
ごみ、産業廃棄物、焼却灰などは扱えません）
令和6年

ガス台（ガスレンジ・ガスコンロ）、スチール製家
具、分解したマットレスなどのスプリング、ガラス
水槽、スキー板、ベビーカー、チャイルドシート…
など

スプリング入りのマットレスやソファ、空のガスボ
ンベ、消火器、タイヤ、ホイール、バッテリー、障子、
網戸、粗大ごみで出せない規格の物

ごみの区分 ごみの内容 出すときの注意   出す場所

一
般
ご
み

燃 え る
ご　　み

燃えない
ご　　み

粗
大
ご
み

燃えない
粗大ごみ
家 電 類
金 属 類
大型不燃物

燃 え る
粗大ごみ
木製家具類
寝　具　類
大型可燃物

市
で
は
収
集
し
な
い
ご
み

規格外ごみ

事業系ごみ

指定袋

ご　　み
収集小屋

粗大ごみ
収集場所

◆最大寸法1.0m以下のものです。大きいもの、長い
　ものは、切断するか折りまげて出してください。
◆ストーブなどの燃料は完全に抜き取ること。
◆家電品の電気コードは切り取って燃えないごみへ。
◆段ボール箱などに入れずに、そのまま出すこと。
※家電品などは、買い替えのとき販売店に引き取ってもらいましょう。
　また、使用済小型家電として、リサイクルステーションでも
　回収しています。

◆最大寸法1.0×1.0×1.5m以下のものです。
　大きいものや長いものは1m以内に切断するか、
　折りたたんでください。
◆家具類の鏡やガラス・金具類などは、必ず取り外す
　こと（ガラスや金具類は燃えないごみへ）。
◆電気コタツの電機器具は必ず取り外し、木製部分だけ
　出すこと（電機器具は燃えないごみ、又は使用済み
　小型家電としてリサイクルステーションへ）。

◆処分方法は環境課に
　お問い合わせください。

指定袋

食品の空き缶、化粧品などのビン、電器製品の
コード、スプレー缶、卓上ガスボンベ、
セトモノ類、ガラス、植木鉢、金物類…など

※新聞紙・雑誌・段ボールは、
　まとめておいて、できるだけ、資源物に出すようご協力ください。

◆必ず指定袋に入れて出すこと。
　指定袋に入らない大き
　なものは「粗大ごみ」へ。
◆生ごみは、水分をよく切
　り、食用油は紙などにしみ
　込ませて出すこと。

場所は右表を
ご覧ください。

商店、飲食店、事務所などから出る
営業や事業のごみ（法律により、市
の収集には出せません）

○家電リサイクル法により、テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・
冷蔵庫・冷凍庫・エアコンの収集を市では行いません。
（処分方法は環境課にお問い合わせください。）

使用する収集小
屋は地域で決め
られています。分
からない場合は
近所におたずね
ください。

木製家具類、布団、電気毛布、ホットカーペット、
じゅうたん、マットレス（スプリングなし）、大型プラ
スチック製品、空のポリタンク、丸太（直径10cm×
長さ1m以下のもの）…など

台所の生ごみ、紙くず、アルミホイル、枯れ葉、
プラスチック、履き物類、ゴム製品、ビニール
製品、革製品、布製品、CD…など

資源物の区分 資源物の内容 出すときの注意・出す場所・出せる日 

資
源
物
（
地
域
の
有
価
物
回
収
に
も
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

空きビン

ペ ッ ト
ボ ト ル

製容器包装
プラスチック

ミックス
紙

食品トレー

紙 類

飲み物や食品の空きビン

ペットボトル表示のあるジュースや酒類の容器

◆　　の表示がある容器や包装に限ります。プラスチック
　素材であっても表示のないものは対象外です。
◆汚れは水で洗ってください。汚れや油の付いたものは
　可燃ごみへ。

◆缶の中は空にし、水ですすいできれいにして出すこと。
◆リサイクルのため、アルミ・スチールの分別をすること。
◆缶はつぶさずに出してください。

の表示があるアルミ缶
の表示があるスチール缶

  

施設の休館日などで利用できない場合もあります。

  

施設の休館日などで利用できない場合もあります。

中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家

その他プラスチック回収箱設置場所

食品トレー回収箱設置場所

の表示がある、レジ袋、卵のパック、
ペットボトルのラベル、
お菓子の包装、弁当の容器など

白色の発泡スチロール製
食品トレー

段ボール・雑誌・新聞・チラシ

◆水で洗い乾かしてから
　回収箱までお持ちください。

◆束にしてひもでしばって出してください。

◆必ずフタは外すこと。（フタは可燃ごみか不燃ごみへ）
◆ビンの中は空にし、水ですすいできれいにして出す
　こと。汚れたままのビンは入れないこと。
◆リサイクルのため、キチンと色別に入れること。
◆ビン以外のもの、ごみなどは入れないこと。

◆必ずフタとラベルを外すこと。（その他プラへ）
◆容器の中は空にし、水ですすいできれいにし
　て出すこと。しょう油など調味料のペットボトルは、
特に水洗いを徹底してください。

※足で踏みつぶすなど、できるだけ
　小さくして回収容器に入れてください。

資源物収集ステーション

場所は右表をご覧ください。

◆水で洗い、切り開いて乾かしてから回収箱まで
　お持ちください。

・切り開いて乾かす

・ひもなどで
 しばり
 回収箱へ

・水でよくすすぐ

双葉
リサイクル
ステーション

（双葉庁舎前駐車場）

敷島
リサイクル
ステーション

（敷島中学校北側）

竜王
リサイクル
ステーション

（竜王庁舎敷地）

午前7時
から
午後7時

※年末年始は
お休みです

空き缶

化粧品のビン、油系食品やジャムなど中が汚れているビン、ド
レッシングなど口がプラスチックのビン、果実酒ビン、耐火ビン、
セトモノ類、板ガラスなどは燃えないごみとして出してください。

ペットボトル表示のある容器に限ります。食用油やソース、台所
洗剤、シャンプーなどペットボトルでない容器や、レジ袋などは
入れないでください。

牛乳パックやジュースの紙パック
※内側にアルミ加工がしてあるものは
　除く

両面とも白色の物で表面はコーティン
グされていないもの。（色・柄も除く）

◆紙袋に入れる、ひもでしばる、包装紙などで包む、などしてまとめてから出してください。
◆汚れたものや濡れたものは燃えるごみへ。
◆ホッチキスや金具、テープなどが付いたままでも回収できます
◆個人情報は塗りつぶしたり、シュレッダーにかけるなど保護に努めましょう

空きビンは、回収容器に入れたとき
割れる音がしますので、夜間・早朝
はできるだけご遠慮ください。

中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家・
竜王スポーツセンター内

曜日に関係なく出せます。
施設の休館日などで利用できない場合もあります。

紙パック回収箱設置場所
中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家・
竜王スポーツセンター内

　マークのあるもの・コピー用紙・ノート・紙袋・包装紙・
カレンダー・封筒・はがき・メモ用紙・画用紙・レシート・
紙箱・トイレットペーパーなどの芯・ティッシュペーパー
の外箱・シュレッダーくず・ポスターなど

電源アダプタ電子辞書電子レンジ デジタルカメラ ゲーム機

家電リサイクル法対象品目（テレビ、洗濯機・乾燥機、冷蔵
庫・冷凍庫、エアコン）以外の家電を回収しています。
※電池類は抜き取り、収集小屋の電池類回収箱か、
　リサイクルステーションに出してください。

使用済
小型家電

◆電池類（リチウムイオン電池含む）
※テープなどで絶縁する
◆割れていない蛍光灯
◆スプレー缶（使い切り2カ所以上穴を開ける）
◆使い捨てライター（ガス抜き済み）

有害
ごみ

◆必ず指定袋に入れて出すこと。
◆スプレー缶や卓上ガスボンベは、爆発
　の危険があるので、使い切り必ず2ヶ
　所以上穴を開けて出すこと。
◆使用済み電池類は、収集小屋の電池回収
　箱かリサイクルステーションへ。
※本体から取り外しできないリチウムイオン電池は、環境課（本館
　2階20番窓口）、各支所市民地域課環境土木係で回収しています。

可燃・不燃ごみに電池類（リチウムイオン電池含む）が混入
されることが原因で、ごみ収集時やごみ処理場の処理過程
において発熱・発火する事案が報告されています。
安全で円滑なごみ処理を行うため、電池類については、収
集小屋の電池類回収箱かリサイクルステーションの有害ご
み（電池）に出してください。なお、本体から取り外しできな
いリチウムイオン電池（電子タバコ、シェーバー、スマート
フォンなど）については、環境課（本館2階20番窓口）、各支
所市民地域課環境土木係窓口で回収します。

発火トラブルが急増しています

産業廃棄物
処理困難物
危 険 物

一 時
多量ごみ

◆清掃センターで処理できないほか、危険
　が伴いますので、販売店に相談するか、
　専門の処理業者に依頼してください。

◆清掃センターへ直接持ち込むか、市の運搬許可業者に
　依頼してください。（いずれも有料）
清掃センター　8:30～11:30 13:00～16:00
（中央市一町畑1189 TEL.055-273-5711）
・運搬許可業者は甲斐市役所環境課へ
　お問い合わせください。

引っ越しや大掃除などによって
一時的に多量に出るごみ

各種トタン（金属・プラスチック）、家屋廃材、丸太（直径
10cm×長さ1mを越えるもの）、土砂や石（漬物石含む）、
コンクリート、瓦、耐火金庫、灰、廃油、塗料、薬品類、便
器、ピアノやオルガンなど大型楽器、自動車、バイク、農機
具、農業用ビニール、ガスが残っているボンベ…など

有価物回収
（地域回収）

剪定枝
◆剪定枝を粉砕、チップ化し、再利用を行う施設です。 持込場所（竜王）西八幡剪定枝粉砕処理場（西八幡3103）　　　（玉幡中学校北側 受入日 月・火・水・木・土・日）

（敷島）自然休養村管理センター（牛句2826-4）（受入日 火・金・日）
持込時間 午前9時～正午、午後1時～4時
◎祝日・お盆・年末年始はお休みです。 

空き缶、空きビン、一升ビン、ビールビン、
段ボール、雑誌、新聞、チラシ、
ペットボトル、ミックス紙、
その他プラスチック、
自転車

直径10㎝以下、長さ2m以下で
棒状のものに限る。
※営利目的で伐採したものは不可。

このラインで
切ってください

◆動物油など常温で個体の油は回収できません
◆不純物はできるだけろ過して除去し、ペットボトルなどの透明
の容器に入れてください

◆竜王リサイクルステーション、敷島・双葉各庁舎の市民地域課
へ出してください

◆有価物回収は各実施団体の計画により実施しています。
※有価物回収運動による市からの報奨金は、自治会や育成会など
　実施団体の収益にもなりますので、本運動にご協力ください。

チップ化できないもの（葉のみ、ツタ類、草、根、竹、枯れ
た枝、金属が付いているもの、しゅろの木、漆の木、松、
夾竹桃など）は受け入れできませんのでご了承ください。

廃食用油
（サラダ油など
常温で液体の
食用油に限る）

パソコンの無料回収について
甲斐市と協定を結んだリネットジャパンリサイ
クル（株）が、不要になった家庭用パソコンを
宅配便で無料回収を行っています。

☎0570-085-800
（１０：００～17:00）



注意  4月～9月の上半期は裏面にあります。

下半期

10月 3月

甲斐市
竜王北部地区ごみ収集カレンダー

このカレンダーは見やすい所に貼っておきましょう
竜王１区、竜王２区、竜王３区、竜王４区、
竜王新町１区、竜王新町２区、竜王新町３区、竜王新町４区、
竜王新町５区、竜王新町６区、竜王新町７区、
富竹新田１区、富竹新田２区、富竹新田３区、富竹新田４区、
竜王仲町区、名取区、上篠原区、古村区、新居区、仲新居区

北
部
地
区
用

令和 6 年度

令和 6年 令和 7年

注
決
ま
り
が
守
ら
れ
て
い
な
い
ご
み
は
、収
集
し
ま
せ
ん
。

ご
み
の
減
量
化
や
地
域
の
有
価
物
回
収
運
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

分
別
に
迷
っ
た
ら「
ご
み
分
別
辞
典
」（
外
部
サ
イ
ト
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

注
収
集
日
で
な
い
日
や
夜
間
、指
定
時
間
以
降
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
資
源
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

注 意　　裏面に上半期（4月～9月）のカレンダーがあります。

※悪天候の場合は、実施団体役員に確認してください。

自治会名 実施団体 10月 11月 12月 1月 2月 3月 回収時間（AM） 回収場所 備考
竜王１区 10

9

17
9
16

24

8
1

14

8
1

15

19

18

26

2

1

9
2

16

2
2

8

16

30

20
27
26

20
12

13

10

23
10
10

10

17

竜王１区公会堂
竜王２区 竜王２区公会堂
竜王３区

6
6

20

いこいの広場、わんぱく公園、ふれあい公園 ３カ所で回収
竜王３区 明生学園
竜王４区 竜王４区公会堂
竜王４区 竜王４区公会堂
上篠原区 上篠原区集会所
古 村 区 山縣神社裏公園
新 居 区 いこいの広場（公会堂南）
仲新居区 仲新居区旧公会堂跡地
富竹新田１区 富竹新田１区いこいの広場
富竹新田１区
富竹新田２区

育 成 会
北小 PTA
竜小 PTA
北小 PTA
竜小 PTA
北小 PTA
育 成 会

竜小 PTA

自 治 会
東小 PTA
自 治 会

衛生組合

東児童館前駐車場

自治会名 実施団体 10月 11月 12月 1月 2月 3月 回収時間（AM） 回収場所 備考
富竹新田３区 自 治 会 富竹新田３区公会堂
富竹新田３区 東 小 PTA 富竹新田３区公会堂
富竹新田４区 自 治 会 富竹新田４区開発内公園（富竹新田790-7）
富竹新田４区 東 小 PTA
竜王仲町区 自 治 会 竜王仲町区公民館東側広場
竜王新町１区 北 小 PTA 赤坂神社境内
竜王新町２区 北 小 PTA 竜王新町２区広場
竜王新町３区 育 成 会 竜王新町中公民館横駐車場
竜王新町４区 育 成 会 竜王新町４区ふれあい公園内
竜王新町５区 自 治 会 竜王新町下公民館
竜王新町６区 育 成 会 旧小林水晶駐車場（富竹新田366-3）
名 取 区 自 治 会 名取水源地（名取691-1）
名 取 区 育 成 会 名取水源地（名取691-1）

8

28

14
1
8
8
1
8

12

25

12
19

12

9

22

9

9

22

9

9
2
9下半期は予定なし

8:00～9:00
9:00～10:00
7:30～8:30
8:30～9:30
8:00～9:00
8:00～9:00
7:30～8:15
8:00～10:00
7:30～8:30
6:30～8:00
7:30～8:30

7:15～8:30

8:00～9:00
8:00～10:00
8:00～9:00
10:00～13:00
7:30～8:00
8:00～9:00
8:00～10:00
8:00～10:00
7:30～9:00
7:00～7:30
8:00～10:00
8:00～10:00
8:00～11:00

竜王東児童センター駐車場

竜小 PTA

粗大ごみ収集場所

資源物収集ステーション

自治会名 粗大ごみ収集場所

自治会名 空きビン／ペットボトル回収場所

竜王 1区公会堂　竜王西保育園北側駐車場
竜王スポーツセンター敷地内

竜王 2区児童公園（竜王1738番地10）
竜王西保育園北側駐車場

竜王 3区公会堂

竜王 4区公会堂

上篠原区集落集会所
竜王中央保育園前

新居区いこいの広場
篠原街区第1公園（風の子公園）

仲新居区公民館前隣（旧公会堂跡地）

富竹新田 1区公会堂横

竜王仲町区公民館東側広場
児童公園横（富竹新田368番地7）
竜王新町上公民館　警察官待機宿舎前
竜王スポーツセンター敷地内

竜王新町 2区中央広場

竜王新町中公民館駐車場
竜王スポーツセンター敷地内

竜王新町4区ふれあい広場（竜王新町1086番地）

竜王新町下公民館（ペットボトルのみ設置）

牛沢様宅前空地（富竹新田329番地6）

ピアネーズマンション玄関先

渡辺建設興業西側空地（名取361番地）
10組地内公園（名取199番地）

竜 王 1 区

竜 王 2 区

竜 王 3 区

竜 王 4 区

上 篠 原 区

古 村 区

新 居 区

仲 新 居 区

富竹新田1区

富竹新田2区

富竹新田3区

富竹新田4区

竜王仲町区

竜王新町1区

竜王新町2区

竜王新町3区

竜王新町4区

竜王新町5区

竜王新町6区

竜王新町7区

名 取 区

竜 王 1 区

竜 王 2 区

上 篠 原 区

古 村 区

新 居 区

仲 新 居 区

富竹新田4区

富竹新田3区

富竹新田2区

富竹新田1区

竜王仲町区

竜王新町1区

竜王新町2区

竜王新町3区

竜王新町4区

竜王新町5区

竜王新町6区

竜王新町7区

名 取 区

竜 王 3 区

竜 王 4 区

設置なし

富竹新田 2区公会堂（ペットボトルのみ設置）

富竹新田 3区公会堂

設置なし

竜王 1区公会堂

竜王 2区児童公園（竜王1738番地10）

竜王 3区公会堂

竜王 4区公会堂

上篠原区集落集会所

山縣神社裏公園

新居区いこいの広場

仲新居区公民館前隣（旧公会堂跡地）

寄鳥味鳥前空地（富竹新田1区公会堂東側）

富竹新田 2区公会堂

児童公園内（富竹新田501番地）

富竹新田 4区開発内公園（富竹新田790番地7）

竜王仲町区公民館東側広場

竜王新町上公民館西側

竜王新町 2区中央広場

竜王新町中公民館

防災小屋敷地内（竜王新町1097番地1）

竜王新町下公民館

牛沢様宅前空地（富竹新田329番地6）

竜王新町 7区ごみ収集小屋横

名取水源地（名取691-1）

毎週
月・木曜日

毎月
第1・3水曜日

毎月
第1木曜日

毎月
第3木曜日

天候不問

天候不問

祝日は除きます。
緑字は特別収集日
朝8時30分までに
出しましょう。

祝日は除きます。
朝8時30分まで
に出しましょう。

天候不問

朝8時30分まで
に出しましょう。

3
4
2

3
3
2
6
4

5
5
3
7
5
9
6
6
17
21
19
16
20
27

（木）

（月）

（月）

（月）

（月）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

7
7
5
6
6
6
16
20
18
15
19
19

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（木）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

10
11
9
9
10
10

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

（月）

14
14
12
13
13
13

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（木）

17
18
16
16
17
17

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

（月）

24
25
23
23
24
24

（木）

（月）

（月）

（木）

（月）

（月）

21
21
19
20
20

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

28
28
26
27
27
27

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（木）

31

30
30

31

（木）

（月）

（木）

（月）

10
11
12
1
2
3

月
月
月
月
月
月

10
11
12
1
2
3

月
月
月
月
月
月

10
11
12
1
2
3

月
月
月
月
月
月

10
11
12
1
2
3

月
月
月
月
月
月

紺字は振替収集日
朝8時30分まで
に出しましょう。

ごみを出せる日 ※緑字は特別収集日 紺字は振替収集日

天候不問

甲斐市役所環境課生活環境係
問い合わせ
（環境課直通）☎055-278-1706

～規格外ごみ有料収集～

※時間はいずれも午前9時～正午

  5月19日（日） 敷島庁舎前駐車場
  8月18日（日） 双葉庁舎前駐車場
10月20日（日） 西八幡剪定枝粉砕処理場（玉幡中北側）
11月17日（日） 敷島庁舎前駐車場
12月  8日（日） 双葉庁舎前駐車場 
令和7年
3月16日（日） 西八幡剪定枝粉砕処理場（玉幡中北側）

市で収集できない家庭ごみを専門業者が有
料で収集します。市民の方はどなたでも利用
できます。（薬品類、塗料、爆発危険物、事業系
ごみ、産業廃棄物、焼却灰などは扱えません）
令和6年

ガス台（ガスレンジ・ガスコンロ）、スチール製家
具、分解したマットレスなどのスプリング、ガラス
水槽、スキー板、ベビーカー、チャイルドシート…
など

スプリング入りのマットレスやソファ、空のガスボ
ンベ、消火器、タイヤ、ホイール、バッテリー、障子、
網戸、粗大ごみで出せない規格の物

ごみの区分 ごみの内容 出すときの注意   出す場所

一
般
ご
み

燃 え る
ご　　み

燃えない
ご　　み

粗
大
ご
み

燃えない
粗大ごみ
家 電 類
金 属 類
大型不燃物

燃 え る
粗大ごみ
木製家具類
寝　具　類
大型可燃物

市
で
は
収
集
し
な
い
ご
み

規格外ごみ

事業系ごみ

指定袋

ご　　み
収集小屋

粗大ごみ
収集場所

◆最大寸法1.0m以下のものです。大きいもの、長い
　ものは、切断するか折りまげて出してください。
◆ストーブなどの燃料は完全に抜き取ること。
◆家電品の電気コードは切り取って燃えないごみへ。
◆段ボール箱などに入れずに、そのまま出すこと。
※家電品などは、買い替えのとき販売店に引き取ってもらいましょう。
　また、使用済小型家電として、リサイクルステーションでも
　回収しています。

◆最大寸法1.0×1.0×1.5m以下のものです。
　大きいものや長いものは1m以内に切断するか、
　折りたたんでください。
◆家具類の鏡やガラス・金具類などは、必ず取り外す
　こと（ガラスや金具類は燃えないごみへ）。
◆電気コタツの電機器具は必ず取り外し、木製部分だけ
　出すこと（電機器具は燃えないごみ、又は使用済み
　小型家電としてリサイクルステーションへ）。

◆処分方法は環境課に
　お問い合わせください。

指定袋

食品の空き缶、化粧品などのビン、電器製品の
コード、スプレー缶、卓上ガスボンベ、
セトモノ類、ガラス、植木鉢、金物類…など

※新聞紙・雑誌・段ボールは、
　まとめておいて、できるだけ、資源物に出すようご協力ください。

◆必ず指定袋に入れて出すこと。
　指定袋に入らない大き
　なものは「粗大ごみ」へ。
◆生ごみは、水分をよく切
　り、食用油は紙などにしみ
　込ませて出すこと。

場所は右表を
ご覧ください。

商店、飲食店、事務所などから出る
営業や事業のごみ（法律により、市
の収集には出せません）

○家電リサイクル法により、テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・
冷蔵庫・冷凍庫・エアコンの収集を市では行いません。
（処分方法は環境課にお問い合わせください。）

使用する収集小
屋は地域で決め
られています。分
からない場合は
近所におたずね
ください。

木製家具類、布団、電気毛布、ホットカーペット、
じゅうたん、マットレス（スプリングなし）、大型プラ
スチック製品、空のポリタンク、丸太（直径10cm×
長さ1m以下のもの）…など

台所の生ごみ、紙くず、アルミホイル、枯れ葉、
プラスチック、履き物類、ゴム製品、ビニール
製品、革製品、布製品、CD…など

資源物の区分 資源物の内容 出すときの注意・出す場所・出せる日 

資
源
物
（
地
域
の
有
価
物
回
収
に
も
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

空きビン

ペ ッ ト
ボ ト ル

製容器包装
プラスチック

ミックス
紙

食品トレー

紙 類

飲み物や食品の空きビン

ペットボトル表示のあるジュースや酒類の容器

◆　　の表示がある容器や包装に限ります。プラスチック
　素材であっても表示のないものは対象外です。
◆汚れは水で洗ってください。汚れや油の付いたものは
　可燃ごみへ。

◆缶の中は空にし、水ですすいできれいにして出すこと。
◆リサイクルのため、アルミ・スチールの分別をすること。
◆缶はつぶさずに出してください。

の表示があるアルミ缶
の表示があるスチール缶

  

施設の休館日などで利用できない場合もあります。

  

施設の休館日などで利用できない場合もあります。

中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家

その他プラスチック回収箱設置場所

食品トレー回収箱設置場所

の表示がある、レジ袋、卵のパック、
ペットボトルのラベル、
お菓子の包装、弁当の容器など

白色の発泡スチロール製
食品トレー

段ボール・雑誌・新聞・チラシ

◆水で洗い乾かしてから
　回収箱までお持ちください。

◆束にしてひもでしばって出してください。

◆必ずフタは外すこと。（フタは可燃ごみか不燃ごみへ）
◆ビンの中は空にし、水ですすいできれいにして出す
　こと。汚れたままのビンは入れないこと。
◆リサイクルのため、キチンと色別に入れること。
◆ビン以外のもの、ごみなどは入れないこと。

◆必ずフタとラベルを外すこと。（その他プラへ）
◆容器の中は空にし、水ですすいできれいにし
　て出すこと。しょう油など調味料のペットボトルは、
特に水洗いを徹底してください。

※足で踏みつぶすなど、できるだけ
　小さくして回収容器に入れてください。

資源物収集ステーション

場所は右表をご覧ください。

◆水で洗い、切り開いて乾かしてから回収箱まで
　お持ちください。

・切り開いて乾かす

・ひもなどで
 しばり
 回収箱へ

・水でよくすすぐ

双葉
リサイクル
ステーション

（双葉庁舎前駐車場）

敷島
リサイクル
ステーション

（敷島中学校北側）

竜王
リサイクル
ステーション

（竜王庁舎敷地）

午前7時
から
午後7時

※年末年始は
お休みです

空き缶

化粧品のビン、油系食品やジャムなど中が汚れているビン、ド
レッシングなど口がプラスチックのビン、果実酒ビン、耐火ビン、
セトモノ類、板ガラスなどは燃えないごみとして出してください。

ペットボトル表示のある容器に限ります。食用油やソース、台所
洗剤、シャンプーなどペットボトルでない容器や、レジ袋などは
入れないでください。

牛乳パックやジュースの紙パック
※内側にアルミ加工がしてあるものは
　除く

両面とも白色の物で表面はコーティン
グされていないもの。（色・柄も除く）

◆紙袋に入れる、ひもでしばる、包装紙などで包む、などしてまとめてから出してください。
◆汚れたものや濡れたものは燃えるごみへ。
◆ホッチキスや金具、テープなどが付いたままでも回収できます
◆個人情報は塗りつぶしたり、シュレッダーにかけるなど保護に努めましょう

空きビンは、回収容器に入れたとき
割れる音がしますので、夜間・早朝
はできるだけご遠慮ください。

中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家・
竜王スポーツセンター内

曜日に関係なく出せます。
施設の休館日などで利用できない場合もあります。

紙パック回収箱設置場所
中部セミナーハウス・南部公民館・働く婦人の家・
竜王スポーツセンター内

　マークのあるもの・コピー用紙・ノート・紙袋・包装紙・
カレンダー・封筒・はがき・メモ用紙・画用紙・レシート・
紙箱・トイレットペーパーなどの芯・ティッシュペーパー
の外箱・シュレッダーくず・ポスターなど

電源アダプタ電子辞書電子レンジ デジタルカメラ ゲーム機

家電リサイクル法対象品目（テレビ、洗濯機・乾燥機、冷蔵
庫・冷凍庫、エアコン）以外の家電を回収しています。
※電池類は抜き取り、収集小屋の電池類回収箱か、
　リサイクルステーションに出してください。

使用済
小型家電

◆電池類（リチウムイオン電池含む）
※テープなどで絶縁する
◆割れていない蛍光灯
◆スプレー缶（使い切り2カ所以上穴を開ける）
◆使い捨てライター（ガス抜き済み）

有害
ごみ

◆必ず指定袋に入れて出すこと。
◆スプレー缶や卓上ガスボンベは、爆発
　の危険があるので、使い切り必ず2ヶ
　所以上穴を開けて出すこと。
◆使用済み電池類は、収集小屋の電池回収
　箱かリサイクルステーションへ。
※本体から取り外しできないリチウムイオン電池は、環境課（本館
　2階20番窓口）、各支所市民地域課環境土木係で回収しています。

可燃・不燃ごみに電池類（リチウムイオン電池含む）が混入
されることが原因で、ごみ収集時やごみ処理場の処理過程
において発熱・発火する事案が報告されています。
安全で円滑なごみ処理を行うため、電池類については、収
集小屋の電池類回収箱かリサイクルステーションの有害ご
み（電池）に出してください。なお、本体から取り外しできな
いリチウムイオン電池（電子タバコ、シェーバー、スマート
フォンなど）については、環境課（本館2階20番窓口）、各支
所市民地域課環境土木係窓口で回収します。

発火トラブルが急増しています

産業廃棄物
処理困難物
危 険 物

一 時
多量ごみ

◆清掃センターで処理できないほか、危険
　が伴いますので、販売店に相談するか、
　専門の処理業者に依頼してください。

◆清掃センターへ直接持ち込むか、市の運搬許可業者に
　依頼してください。（いずれも有料）
清掃センター　8:30～11:30 13:00～16:00
（中央市一町畑1189 TEL.055-273-5711）
・運搬許可業者は甲斐市役所環境課へ
　お問い合わせください。

引っ越しや大掃除などによって
一時的に多量に出るごみ

各種トタン（金属・プラスチック）、家屋廃材、丸太（直径
10cm×長さ1mを越えるもの）、土砂や石（漬物石含む）、
コンクリート、瓦、耐火金庫、灰、廃油、塗料、薬品類、便
器、ピアノやオルガンなど大型楽器、自動車、バイク、農機
具、農業用ビニール、ガスが残っているボンベ…など

有価物回収
（地域回収）

剪定枝
◆剪定枝を粉砕、チップ化し、再利用を行う施設です。 持込場所（竜王）西八幡剪定枝粉砕処理場（西八幡3103）　　　（玉幡中学校北側 受入日 月・火・水・木・土・日）

（敷島）自然休養村管理センター（牛句2826-4）（受入日 火・金・日）
持込時間 午前9時～正午、午後1時～4時
◎祝日・お盆・年末年始はお休みです。 

空き缶、空きビン、一升ビン、ビールビン、
段ボール、雑誌、新聞、チラシ、
ペットボトル、ミックス紙、
その他プラスチック、
自転車

直径10㎝以下、長さ2m以下で
棒状のものに限る。
※営利目的で伐採したものは不可。

このラインで
切ってください

◆動物油など常温で個体の油は回収できません
◆不純物はできるだけろ過して除去し、ペットボトルなどの透明
の容器に入れてください

◆竜王リサイクルステーション、敷島・双葉各庁舎の市民地域課
へ出してください

◆有価物回収は各実施団体の計画により実施しています。
※有価物回収運動による市からの報奨金は、自治会や育成会など
　実施団体の収益にもなりますので、本運動にご協力ください。

廃食用油
（サラダ油など
常温で液体の
食用油に限る）

パソコンの無料回収について
甲斐市と協定を結んだリネットジャパンリサイ
クル（株）が、不要になった家庭用パソコンを
宅配便で無料回収を行っています。

☎0570-085-800
（１０：００～17:00）

チップ化できないもの（葉のみ、ツタ類、草、根、竹、枯れ
た枝、金属が付いているもの、しゅろの木、漆の木、松、
夾竹桃など）は受け入れできませんのでご了承ください。




